
別紙２

三陸中部森林管理署

年度

林小班 ５８ろ５ ５８り 計 ５８ろ４ 計 計 計

機能類型 水源 水源 水源

施業群 スギ枝打 スギ枝打 アカ

伐採方法 皆伐 皆伐 皆伐

林齢 48 52 49

代表樹種 スギ アカマツ スギ

面積(ha) 0.29 5.31 5.60 2.80 2.80 0.00 0.00 8.40

材積(m3) 168.79 2,583.76 2,752.55 1,490.89 1,490.89 0.00 0.00 4,243.44

調査方法 標準地 標準地 標準地

その他
平成２８年度
収穫調査済

平成２８年度
収穫調査済

平成２８年度
収穫調査済

法 令
関 係

水涵保 水涵保 水涵保

注１）林齢は公告時の林齢（平成２８年度公告）

特記事項

　別添１のとおり

合計

国有林材（立木）の安定供給システム（第１次）物件内訳（１号物件）

（立木、協定期間　H２８年度～H３１年度）

２８　（実査数量） ２９　（予定数量） ３０　（搬出期間） ３１　（搬出期間）



別添１

１　沢及び沢縁を集材する必要が生じた場合は、河川を汚濁して下流の民生に被害を与えることのないよう、必要な防止措置

　を講じて下さい。

２　伐採した立木の残材や末木枝条等を、沢縁・土場敷・林道沿線等に放置しないで下さい。残材や末木枝条等も搬出期間内

　に整理して下さい。

３　アカマツの伐採に当たっては、別添「松くい虫対策としてのアカマツ伐採施業指針」を遵守願います。

４　埋蔵文化財を発見した場合は、その現状を変更することなく、速やかにその旨を森林管理署長へ連絡し、その指示に従っ

　てください。

５　公売物件が保安林に指定されている森林の場合、公売物件を搬出するために公売物件以外の国有保安林に作業路を作設す

　る場合等、保安林に指定されている森林において、伐採作業及び土地の掘削等を行う必要がある場合は、契約締結後、森林

　事務所へ「保安林内の作業仕組計画書」を提出していただく必要があります。

６　保安林に指定されている森林において、立木の伐採及び土地の掘削等を行うために必要な都道府県知事への許可申請は、

　当署から都道府県へ協議を行うこととしております。協議は、上記の「保安林内の作業仕組計画書」を提出いただいてか

　ら３週間程度を要します。

　　なお、契約締結後であっても、協議が終了するまでは、伐採作業等を行うことができない場合がありますので、ご承知おき

　下さい。

７　民有林と国有林との境界に接する物件については、境界に設置されている境界標の保全に留意して下さい。

　　なお、原則として、境界標を移動させることはできません。

 特 記 事 項











位置図
平成28年度 国有林材（立木）の安定供給システム（第１次）物件
三陸中部森林管理署 高畑国有林 ５８ろ４、ろ５、り 林小班

凡例

平成２８年度

平成２９年度



位置図
平成28年度 国有林材（立木）の安定供給システム（第１次）物件
三陸中部森林管理署 高畑国有林 ５８ろ４、ろ５、り 林小班

凡例

平成２８年度

平成２９年度


